
檜
崎
城
跡
の
総
合
調
査
概
報
Ⅱ

府
中
市
久
佐
町
檜
崎
城
跡
と
国
人
檜
崎
氏

田

日

（
は
じ
め
に

）

福
山
市

の
中
心
部
か
ら
芦
田
川
を
逆
上
る
こ
と
約

二
十
キ
ロ
、
府
中
市

の
市
街
地
を

過
ぎ
る
と
芦
田
川
の
流
れ
は
同
市
父
石
町
で
二
股
に
分
れ
る
。
北
か
ら
合
流
す
る
の

が
本
流

で
、
更
に
逆
上
れ
ば
八
田
原
ダ
ム

（建
設
中
）
、
三
川
ダ
ム
を
経

て
世
羅
台

地

の
源
流
地
帯

に
達
す
る
。

本
稿

で
招
介
す
る
楢
崎
城
跡
は
、
こ
の
芦
田
川
が
世
羅
台
地
か
ら
府
中
市

の
平
野

部

に
出
る
直
前

の
同
市
久
佐
町
に
存
在
す
る
中
世
山
城
跡
で
あ
る
。
城
主
と
し
て
楢

崎
氏
の
名
を
伝
え
、
地
理
的
に
見
る
と
、
初
め
に
述

べ
た
芦
田
川
の
水
運
を
押
え
る

と
共
に
、
備
後
中
部

の
穀
倉
地
帯
世
羅
台
地
か
ら
備
後
の
平
野
部

へ
通
ず
る
古
道
の

出

口
を
拒
す
と
い
う
、
政
治
、
経
済
上
の
好
位
置
を
占
め
て
い
る
。

城
跡
は
、
声
田
川
の
上
、
中
流
地
帯
に
点

々
と
分
布
す
る
小
規
模
な
河
谷
平
野
の

一
つ
、
河
佐
盆
地

の
東
を
画
す
朝
山

の
山
頂
に
残
り
、
主
峰

の
郭
群
と
共

に
北
方
尾

根
続
き
に
も
郭
跡
が
認
め
ら
れ
、
城
名

″
朝
山

二
子
城

″
の
由
来
と
な

っ
て
い
る
ｃ

本
会
城
郭
研
究
部
会
で
は
、
福
山
市
周
辺
の
中
世
山
城

の
実
態
調
査
の

一
環
と
し

て
、
昭
和
五
十
九
年
よ
り
同
六
十

一
年

に
か
け
て
、
こ
の
楢
崎
城
跡
要
部

の
平
板
測

之

楢崎城跡附近
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量
、
及
び
周
辺
の
関
連
遺
跡

の
分
布
調
査
を
実
施
し
た
。
以
下
は
そ
の
報
告
で
あ
る
。

（
調
査
参
加
者

）

新
祖
隆
太
郎

（
二
次
地
方
研
究
会
）

田
口
義
之
、
七
森
義
人
、
山
下
好
和
、
後
藤
匡
史
、
佐
藤
洋

一
、
小
寺
幸

一
、

佐
藤
錦
士
、
高
橋
安
子
、
牧
平
雅
美
、
塚
本
　
彰

（
以
上
備
陽
史
探
訪
の
会
）

（
調
査
日
誌

）

昭
和

五
九
年

（
一
九
八
四
）
十

二
月
九
日

城
郭
主
要
部

の
平
板
測
量
を
行
な
う
。

同
　
一ハ
〇
年

（
一
九
八
五
）

二
月
十
日

城
郭
主
要
部

の
測
量
を
終
え
る
。

同
　
年
　
　
　
　
　
　
四
月

二

一
日

朝
山

の
残
り
部
分
と
北
方
尾
根
続
き
を
踏
査
す
る
。

同
　
年
　
　
　
　
　
　
五
月

一
九
日

城
下
の
遺
跡
、
地
名
調
査
を
実
施
す
る
。

同
　
年
　
　
　
　
　
　
七
月

二
八
日

周
辺
の
中
世
石
造
分

の
分
布
調
査
を
行
な
う
。

昭
和
六
十

一
年

（
一
九
八
六
）

一
月
十
九
日

周
辺
の
古
道
の
調
査
を
実
施
す
る
。

猶
、
城
郭

の
平
板
測
量
は
新
祖

の
指
導
に
よ

っ
て
行
な
い
、
石
造
物
、
地
名

の
分

布
は
七
森
が
中
心
と
な

っ
て
実
施
し
た
。

（
楢
崎
城
跡
に
関
す
る
研
究
の
経
過

）

楢
崎
城
跡
は
、
戦
国
時
代
備
後

の
有
力
国
人
と
し
活
躍
し
た
楢
崎
氏

の
本
拠
と
し

て
知
ら
れ
、
江
戸
時
代
よ
り
注
目
さ
れ
て
来
た
山
城

の

一
つ
で
あ
る
。

古
く
は
戦
国
末
期

に
初
稿
本
が
成

っ
た
と
い
わ
れ
る

『
備
後
古
城
記
』
に
も
そ
の

記
述
が
見
ら
れ
、
江
戸
後
期

に
続

々
と
著
わ
さ
れ
た
備
後

の
地
誌
、

『
備
陽
六
郡
志
』

『
西
備
名
区
』
、

「
福
山
志
料
』
等
に
も
城
主
を
中
心
と
し
た
多
く

の
伝
承
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。

な
か
で
も

「
福
山
志
料
」
は
、
城
跡

に
「
高
さ
五
尺
丈

」
の
石
垣
が
残
る
と
記

し
、

城
主
楢
崎
氏
の
伝
承
と
共
に
城
跡
自
体
も
識
者

の
関
心
を
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か

′り
。楢

崎
城
跡
を
、
主
に
城
主

の
履
歴
に
し
ぼ

っ
て
初

め
て
学
問
的
な
検
討
を
加
え
た

の
は
大
正
十
三
年
発
行

の
旧
版

『広
島
県
史
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
本
格
的
な
歴
史
書

で
は
な
い
が
、
江
戸
期

の
文
献
と
異
な
り
、
史
料
と
し
て
評
価
の
高

い
長
州
藩
関
係

の
記
録
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
こ
に
備
後

の
中
世
山
城
研
究
は
初
め
て
近
代
史
学
の

洗
礼
を
受
け
た
と
言
え
る
。

右

の
よ
う
に
城
主
に

つ
い
て
の
研
究
が
比
較
的
早
い
時
期

に
始
ま

っ
た
の
に
対
し
、

山
城
遺
跡
と
し
て
の
研
究
は
大
部
遅
れ
る
。

備
後
郷
土
史
界

の
大
先
輩
、
得
能
正
通
が
紀
行
文

『
楢
崎
城
趾
踏
査
丼
今
高
野
久

井
稲
荷
御
調
八
幡
参
拝
』

（備
後
史
談

八
―
十
二
　

一
九
三
二
）
で

「
頂
上
は
三
檀

と
な
り
、
最
も
高
き
檀
は
僅
か
に
方
四
、
五
間
、
中
央

に
五
輪
石
塔
の
風
輪
と
水
輪

と
の
残
れ
る
を
見
る

」
、
と
述

べ
て
い
る
の
は
そ
の
最
も
早

い
例

に
属
し
て
い
る
。
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そ
の
後

の
棟
殻
櫻
村

『
楢
崎
城
址
の
研
究
』

（
ま
こ
と
３８
号
１
２
　

一
九
五
三
）
、

和
田
嘉
郎

『
楢
崎
城
』

（
日
本
城
郭
全
集
十
二
　
広
島
、
香
川
、
徳
島
版

　

一
九
六

七
）

の
各
論
考

に
於

て
も
主
な
視
点
は
城
主
楢
崎
氏

の
動
向
に
し
ぼ
ら
れ
、
遺
構
に

つ
い
て
の
観
察
は
目
新
ら
し
い
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
現
状
に
対
し
て
、
楢
崎
城
跡

の
山
城
遣
構
と
し
て
の
研
究
を

一
歩
進
め
た
の

は

『
日
本
城
郭
大
系
」

の
出
版

（巻
十
三
広
島
、
岡
山
版
の
発
刊
は

一
九
八
〇
）

で

あ
る
。

こ
れ
は
新
人
物
往
来
社
が
各
県

の
第

一
線
研
究
者
を
動
員
し
て
、
全
国
の
山

城
跡
を
県
別
に
招
介
し
た
も
の
で
、
特

に
広
島
県

の
場
合
は
、
県
内

の
埋
蔵
文
化
財

専
門
家
が
そ
の
任

に
あ
た
り
、
各
山
城
跡
を
考
占
学
的
に
取
り
上
げ
た
こ
と
に
大
き

な
意
味
が
あ

っ
た
。
又
、　
一
九
八
三
年

に
は
芸
備
友

の
会
が

一
広
島
県

の
主
要
城
跡
」

を
刊
行
、
こ
こ
に
楢
崎
城
跡
を
含
め
て
、
県
内
山
城
の
本
格
的
な
研
究
が
始
ま

っ
た

と
一言
え
る
。

（
城
郭

の
現
状

）

楢
崎
城
は
、
河
佐
盆
地

の
北
東

に
そ
び
え
る
標
高
三
百
四
十

一
メ
ー
ト
ル
の
山
頂

よ
り
西
南

に
派
成
し
た

一
支
峰
、
朝
山

の
山
頂
に
築
か
れ
た
中
世
山
城
跡

で
、
城
跡

の
最
高
所
は
標
高

三
百
七
十

一
、
五
メ
ー
ト
ル
を
計
り
、
麓
よ
り
の
比
高
は
約
百
三

十

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

①
郭
は
、
東
西
に
細
長
い
平
坦
地

で
東
西
五
十
七
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
十

二
―
十

八
メ
ー
ト
ル
の
規
模
で
あ
る
。
北
、
東
、
西
の
三
面
は
や
や
丸
み
を
帯
び
、
南
面
の

②
郭

に
接
す
る
部
分
は
直
線
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
現
在
、
中
心
か
ら
や
や
西
側
に

神
社
の
社
殿
、
及
び
拝
殿
が
建

っ
て
い
る
。

楢崎山城跡遠望 (西方 より)
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こ
の
郭

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中

央
南

端

に
残

る
高

さ
約

一
メ
ー
ト

ル
の
小

台
地

で
あ
る
。

こ
の
台
地

は
、
上
面
に
東
西
七
メ
ー
ト
ル
、
南
北
六

メ
ー
ト
ル
の
ほ

ぼ
正
方
形
の
平
坦
地
が
残
り
、
こ
こ
に
は
後
世

で
い
う
天
守
閣
に
あ
た
る
城
の
中
心

的
な
櫓
が
建

っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

②
郭
は
、
①
郭

の
南

に
約

一
、
五
メ
ー
ト
ル
低
く
築
か
れ
た
平
坦
地

で
、
東
西
約

五
十
四
メ
ー
ト
ル
、
南
北
最
大

三
十

一
メ
ー
ト
ル
を
測
り
、
西
が
広
く
、
東

に
行
く

程
狭
く
な
る
い
び

つ
な
平
面
を
し
て
い
る
。
こ
の
郭

に
は
、
西
南
部

の
現
在

の
登
山

道
入
口
附
近
に
は
ぞ
穴

の
刻
ま
れ
た
礎
石
が
存
在
し
、
①
郭
と
共

に
こ
の
城
の
中
心

的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

③
郭
は
、
①
郭

の
北
側
に
約
ニ
メ
ー
ト
ル
低
く
築
か
れ
た
平
坦
地

で
、
幅
平
均
八

メ
ー
ト
ル
で
①
郭
北
西
部
を
は
ち
巻
き
状
に
取
囲
ん
で
い
る
。

④
郭
は
、
①
郭
東
端
か
ら
約

一
、
五
メ
ー
ト
ル
下
っ
て
築
か
れ
た
南
北
十
二
メ
ー
ト
ル
、

東
西
四

メ
ー
ト
ル
の
半
円
型

の
平
坦
地
で
、
後

で
述

べ
る
②
郭
東
端
部

の
虎
口
を
守

る
役
目
を
果
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

⑤
郭
は
、
②
郭

の
南
か
ら
④
郭

の
東

に
わ
た

っ
て
約
五
メ
ー
ト
ル
低
く
築
か
れ
た

長
大
な
郭

で
、
長
さ
約
百

メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。
東
端
と
西
端
は
腰
郭
状

に
広
が
り
、

そ
の
中
間
は
幅
四
、
五
メ
ー
ト
ル
の
帯
郭
状

の
細
長

い
平
坦
地
と
な

っ
て
い
る
。

又
、
こ
の
郭

の
西
端
山
側
に
は
径
二
、
五
メ
ー
ト
ル
の
円
型
石
組
が
残
り
、
井
戸
跡

と
推
定
さ
れ
る
。

⑥
郭
は
、
⑤
郭
西
端
を
囲
む
よ
う
に
築
か
れ
た
長
さ
約
六
十

メ
ー
ト
ル
、
幅
最
大

十
二
メ
ー
ト
ル
の
半
円
型
の
平
坦
地

で
西
側
は
土
塁
に
よ

っ
て
画
さ
れ
、
東
端
は
小

径
と
な

っ
て
空
堀
①

の
堀
底
に
達
し
て
い
る
。
⑤
郭
と
の
高
低
差
は
約

一
七
メ
ー
ト

／≠

楢崎城跡主要部 平面図
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ル
で
あ
る
。

空
堀
①
は
、
⑤
郭
東
端
の
東
に
約
十

メ
ー
ト
ル
下

っ
て
尾
根
に
直
交
し
て
築
か
れ

た
堀
切

で
、
幅
約
四
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約

一
、
五
メ
ー
ト
ル
を
計
り
、
東
側
尾
根
続

き
と
の
連
絡
を
断

っ
て
い
る
。

空
堀
②
、
③
、
④
は
、
③
郭
か
ら
西
北
に
続
く
尾
根

に
直
交
し
て
築
か
れ
た
堀
切

で
、
空
堀
①
と
③
郭
と
の
高
低
差
は
約
十
五
メ
ー
ト
ル
、

い
づ
れ
も
幅
三
メ
ー
ト
ル

か
ら
四

メ
ー
ト
ル
を
計
り
、
谷
側
は
両
側
共
竪
堀
と
な

っ
て
約

二
十

メ
ー
ト
ル
伸
び

て
い
る
。

こ
の
空
堀
群
は
西
北

の
主
峰

に
続
く
尾
根
か
ら
の
攻
撃

に
備
え
て
築
か
れ

た
、

い
わ
ゆ
る
城

の
″
尾
首

″
に
あ
た
る
も
の
で
、
②
と
③
、
③
と
④

の
間
に
は
尾

根
の
両
側
に
竪
堀
が
築
か
れ
、
き
わ
め
て
厳
重
な
構
え
と
な

っ
て
い
る
。

空
堀
⑤
は
、
朝
山
と
西
北
主
峰
と

の
鞍
部
に
尾
根

に
直
交
し
て
築
か
れ
た
堀
切
で
、

堀
底
は
道
路
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
城

で
注
目
さ
れ
る
の
は
竪
堀
の
多
用
と
石
垣

の
使
用
で
あ
る
。
竪
堀
は
、
③

郭
西
側
と
⑥
郭
西
側
か
ら
南
側
、
及
び
⑥
郭
と
空
堀
①
と
の
間
に
、

い
わ
ゆ
る

″
畝

状

″
に
分
布
し
、
規
模
は
現
状
で
は
幅
三
―
五
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
〇
、
五
メ
ー
ト
ル
程

の
も
の
で
あ
る
が
、
各

々
谷
側

に
二
十

メ
ー
ト
ル
前
後
伸
び
、
城

の
西
南
、
及
び
南

面

の
防
禦
力
を
高
め
て
い
る
。
石
垣
は
①
郭

の
小
台
地
の
周
囲
、
及
び
①
郭
東
、
南

面
の

一
部
に
残
り
、
高
さ
は
い
づ
れ
も
約

一
、
五
メ
ー
ト
ル
、
使
用
さ
れ
た
石
も
径

二
〇
セ
ン
チ
前
後

の
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
が
、
周
辺
の
山
城

で
は
類
例
が
少
な
く

こ
の
城

の
大
き
な
特
徴

の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

現
在
、
こ
の
城

の
①
郭

に
は
高
竃
神
社
が
鎮
座
し
現
在

の
登
山
道
は
空
堀
⑤
の
堀

底
道
か
ら
南

に
分
れ
、
⑤
郭

の
西
北
部
を
通
り
、
②
郭
西
南
部

に
取
り

つ
い
て
い
る

⑤郭に残 る石組円型井戸跡
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が
、
⑥
郭

の
存
在
と
水

の
手

（⑤
郭

の
井
戸
跡
）
の
位
置
か
ら
す
る
と
、
こ
の
コ
ー

ス
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
。
も
し
、
現
在

の
登
山
道
を
本
来

の
登
城
道
と
す
る
と
、

城
の

一
番
大
切
な
水

の
手
を
真
先

に
敵
手

に
渡
す
こ
と
と
な
り
、
城

の
生
命
取
り
と

な
る
の
で
あ
る
。

郭

の
配
置
等
か
ら
推
定
す
る
と
、
当
初

の
登
城
道
は
、
ま
ず
⑥
郭
西
北

で
城
内

に

入
り
、
⑥
郭
内
を
通

っ
て
空
堀
①
に
至
り
、
堀
底
か
ら
③
郭
東
北
部
を
通
過
し
て
②

郭
東
端

の
虎

口
に
達
し
、
こ
こ
よ
り
②
郭
①
郭

に
至

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
考
え
る
と
、
⑥
郭
西
北
を
画
す
る
土
塁
は
城
の
虎

口
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に

な
り
、
④
郭
は
③
郭
東
北
部
か
ら
侵
入
す
る
敵
と
②
郭
東
端
の
虎
口
に
対
し
て
横
矢

の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
共

に
そ
の
存
在
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

猶
、
こ
の
城

の
性
格
を
考
え
る
場
合
、
空
堀
⑤
の
堀
底
を
通
る
道
は
重
要
で
あ
る
。

現
在
、
空
堀
⑤
の
北
側
に
若
干

の
平
坦
地
が
認
め
ら
れ
、
道
は
こ
の
部
分
で
く
の
字

に
折
れ
曲

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
こ
の
部
分
が
両
側
か
ら
登

っ
て
く
る
通
行
人

に
対

し
て
虎
口
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
道
は
、
声
田
川
に
沿
う

現
在

の
県
道
が
整
備
さ
れ
る
以
前
、
甲
山
方
面
か
ら
府
中
方
面
を
結
ん
だ
街
道
で
城

は
こ
の
街
道
に
対
し
て
関
所

の
位
置
を
占

め
て
い
る
の
で
あ
る
。

加
賀
守
　
　
　
一二
河
守

加
賀
守
　
　
　
一二
河
守

楢
崎
豊
武

豊

貞

満
景
―
―
―
―

宗
豊

改
藤
原
姓

豊

信

（
広
島
県
史

大
正
十
三
年
刊

所
収
楢
崎
系
図

）

楢
崎
氏
に
つ
い
て

府
中
市
久
佐
町
を
本
拠

に
戦
国
時
代
備
後
国
人
衆
の

一
人
と
し
て
名
を
馳
せ
た
楢

崎
氏
は
、
そ
の
系
譜
に
よ
る
と
出
雲

の
国
人

で
あ
る
湯
原
氏
の
庶
流
に
あ
た
り
、
近

江
国
大
上
郡
楢
崎
村

に
居
住
し
た
た
め
楢
崎
氏
を
称
し
た
と
伝
え
る注
匈
ヽ
そ
の
出
自

や
備
後
入
部
の
時
期
等
不
明

の
点
が
多

い
。

楢
崎
氏
の
備
後
入
部

の
時
期

に
つ
い
て
は
、　
一
般
に
、
鎌
倉
時
代
末
期

の
正
慶

二

年

（
一
三
三
二
）
、
楢
崎
豊
武
が
足
利
尊
氏
よ
り
軍
功
の
賞
と
し
て
、
備
後
国
芦
田

郡
久
佐
村

の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
、
同
地

に
楢
崎
城
を
築

い
た
こ
と
に
始
ま
る
と
伝

注
②

え
る
が
、
こ
の
説
に
は
疑
間

の
点
が
少
な
く
な
い
。

弾
正
忠

元
兼

―
―
―
―
―
―

慶
長
元
年
九
・八
死

加
賀
守

与
兵
工
吉
蔵

正
兵

工

就
継

死
好寛

水ヽ
八
・五
死

彦
左
工
門
尉

三
河
守

菫
豆
皇示

・十

・十
四
死

　

始
仕
毛
利
氏

彦
左
工
門
尉

九
郎
次
郎
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ま
ず
、
″
正
慶
″
の
年
号
が
問
題
で
あ
る
。
正
慶
は
、
元
弘
の
変
で
後
醍
醐
天
皇

を
廃
し
た
鎌
倉
幕
府
の
立
て
た
光
厳
天
皇
の
年
号
で
、

『
西
備
名
区
』
の
著
者
が
言

う
よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
″
尊
氏
い
ま
だ
士
を
封
ず
る
勢
ひ
″
で
は
な
い
。

更
に
問
題
に
な
る
の
は
、
南
北
朝
期
以
降
、
楢
崎
氏
の
本
拠
久
佐

（草
）
村
の
所

職
は
、
足
利
氏
よ
り
尾
道
浄
土
寺
、
京
都
西
芳
寺
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
間
楢

崎
氏
の
名
は
関
係
史
料
に
全
く
現
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

『
浄
土
寺
文
書
」
に
よ
る
と
、
尾
道
浄
土
寺
に
与

へ
ら
れ
た
の
は
、
草
村
公
文
職

で
、
室
町
幕
府
初
代
将
軍
足
利
尊
氏
よ
り
、
暦
応
二
年

（
一
三
二
九
）
十
月
六
日
、

″
浄
土
寺
塔
婆
料
所
″
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
を
持
ち
、
室
町
後
期
の
文

明
十
五
年

（
一
四
八
三
）
ま
で
浄
土
寺
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

一
方
、
京
都
西
芳
寺
が
有
し
て
い
た
の
は
、

「
草
村
国
衝
井
地
頭
職

」
で
、
″
国

衝
″
と
は
こ
の
地
が
備
後
国
衛
領

（
公
領
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
又
、
″
井

地
頭
職
″
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
芳
寺
は
浄
土
寺
領
を
除
い
た
久
佐
村
全
域
の
支
配

者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
と
い
う
若
干
遅

れ
た
時
期
毎
姉
ド
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
西
芳
寺
は
五
山
系
の
有
力
寺
院
で
あ

り
、
そ
の
知
行
は
室
町
初
期
に
逆
上
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
楢
崎
氏
の
備
後
久
佐
村
入
部
を
戦
国
時
代
と
す
る

一

連
の
資
料
で
あ
る
。

一
備
中
府
志
」
や

『
三
備
史
略
」
に
よ
る
と
、
楢
崎
氏
は
元
々
岡
山
県
新
見
市
鳶

巣
山
城
を
本
拠
と
し
た
備
中
の
有
力
国
人
で
、
楢
崎
豊
景
の
代
永
禄
四
年

（
一
五
六

一
）
毛
利
元
就
の
命
に
よ
っ
て
備
後
久
佐
村

へ
移
住
し
た
と
い
う
。

備
中
に
於
け
る
楢
崎
氏
の
初
見
は
南
北
朝
期
に
逆
上
り
、
貞
治
元
年

（
一
三
六
二
）

注
④

山
名
時
氏
の
武
将
と
し
て
楢
崎
氏
の
名
が
見
え
る
。
又
、

『
東
寺
百
合
文
書
」
に
よ

る
と
、
楢
崎
氏
は
東
寺
領
新
見
庄
周
辺
の
有
力
国
人
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
、
明
徳

元
年

（
一
三
九
〇
）
十

一
月
に
は
、
楢
崎
備
前
守
の
子
息
鶴
寿
丸
は
東
寺
公
文
所
よ

注
⑤

り
東
寺
領
備
中
新
見
庄
の
″
領
家
方
公
文
惣
追
捕
両
職
″
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら

一
連
の
史
料
か
ら
推
定
す
る
と
、
楢
崎
氏
は
元
備
中
北
部
の
国
人
で
、
そ

れ
が
室
町
後
期
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
或
る
時
期
、
備
後
に
本
拠
を
移
し
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
備
中
の
国
人
で
備
後
に
も
本
拠
を
有
し
た
者
に
は
甲
奴
郡
の
新

注
⑥

見
、
伊
達
両
氏
が
あ
り
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
。

但
し
、
そ
の
時
期
を
永
禄
四
年
と
す
る
の
は
年
代
的
に
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

備
後
に
於
け
る
楢
崎
氏
の
徽
証
は
天
文
年
間
に
逆
上
り
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）

十
二
月
の
毛
利
元
就
他
十
七
名
連
署
起
請
ｔ
蒙
が

は
他
の
備
後
国
人
と
並
ん
で
、
楢

崎
彦
左
衛
門
尉
信
景
の
名
が
あ
り
、
既
に
こ
の
時
期
、
楢
崎
氏
は
備
後
国
人
と
し
て

活
動
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

「
福
山
志
料
』
巻
二
十

一
、
芦
田
郡
久
佐
村
、
朝
山
二
子
城
の
頃
に
は
、
正
慶
二

年
の
楢
崎
豊
武
築
城
説
の
他
に
、
三
河
守
宗
真
の
築
城
説
を
挙
げ
て
お
り
割
注
で

「
○
元
年
コ
ゝ
二
来
ル
ト
云
」
と
し
て
い
る
。

「
○
元
年

」
で
は
全
く
意
味
が
通
ら
ず
、
こ
れ
は
同
書
の
刊
本
に
脱
字
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
が
、
楢
崎
三
河
守
宗
真
は
、
亨
禄
三
年

（
一
五
三
〇
）
二
月
二
十

一
日
に
没
し
た
人
物
で
、
前
記
信
景
の
曽
祖
父
に
あ
た
る
人
で
あ
る
。
又
、　
軍
戸
品

郡
誌
」
に
よ
る
と
久
佐
村
八
幡
神
社
は
亨
禄
年
中
楢
崎
三
河
守
の
再
建
を
伝
え
て
お

り
、
楢
崎
氏
の
備
後
移
住
は
大
概
こ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
備
中
国
人
と
し
て
の
楢
崎
氏
は
、
文
明
十

一
年

（
一
四
七
九
）
の
備
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前
守
を
素
妹
ざ

姿
を
消
し
て
お
り
、
楢
崎
氏
の
備
後
移
住
が
こ
の
時
期
以
降
、
享
禄

年
間
ま
で
の
間
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

備
後
楢
崎
氏
は
、
天
文
年
間
以
降
、
毛
利
氏
旗
下
の
部
将
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、

注
⑨

特
に
豊
景
、
信
景
、
元
兼
三
代

の
活
躍
は
目
覚
ま
し
く
、
そ
の
所
領
も
天
正
年
間
に

は
久
佐
村
以
外

に
世
羅
郡
内

に
も
存
し
、

『
毛
利
家
八
ケ
国
時
代
分
限
帳

一
に
よ
る

と
、
天
正
末
年
の
楢
崎

一
族

の
総
知
行
高
は
、
年
貢
収
納
高

で
千

八
百
石
に
及
ん
で

い
る
。

し
か
し
、
慶
長
年
間

（
一
六
〇
〇
）

の
関
ケ
原
合
戦
は
、

こ
の
楢
崎
氏
の
運
命
を

も

一
変
さ
せ
た
。
楢
崎
氏
が
主
と
仰
ぐ
毛
利
氏
は
西
軍
与
同
の
罪
に
よ

っ
て
領
国
を

防
長
ニ
ケ
国
に
削
減
さ
れ
、
楢
崎
氏
も
備
後

の
本
領
を
失
な
い
、
長
州
藩
毛
利
氏
の

一
家
臣
と
し
て
近
世
を
生
き
延
び
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
　
と
　
め

さ
て
、
こ
の
楢
崎
氏
と
楢
崎
城
跡

の
関
係
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
国
人
と
そ
の

居
城

の
関
係

に
あ
た
る
。

但
し
、
前
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、
楢
崎
氏

の
久
佐
入
部

の
時
期
が
今
ま
で
に
言
わ

れ
て
来
た
よ
う
な
鎌
倉
時
代
末
期

で
は
な
く
、
戦
国
初
頭
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
築
城
時
期
、
性
格
等
も
再
考
が
必
要
で
あ
る
。

楢
崎
城
跡
は
、
そ
の
築
城
者
を
、
今
ま
で
通
り
楢
崎
氏
と
す
る
な
ら
ば
、
戦
国
初

頭
の
年
代
が
与
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
現
在
残
る
石
垣
、
竪
堀
の
存
在
か
ら
考
え
て
も

っ
と
も
妥
当
な
推
定
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
性
格

に

つ
い
て
は
、
前
節

の
推
論
、
す
な
わ
ち
、
楢
崎
氏
が
戦
国

大
名
毛
利
氏
に
よ

っ
て
こ
の
地

へ
移
さ
れ
た
と
す
る
説
が
正
し
い
と
す
る
と
若
千
変

っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
築
城
に
関
し
て
は
、
当
然
毛
利
氏
の
意
向
が
働

い
て
い

る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
現
在
残
る
遺
構
か
ら
も
十
分
首
肯

で
き
る
も

の
で
あ
る
。
楢
崎
城
は
、

城
跡
の
現
状

の
と
こ
ろ
で
述

べ
た
よ
う
に
、
世
羅
郡
か
ら
芦
田
郡
の
平
野
部

へ
出
る

旧
街
道
に
対
し
て
関
所
の
役
割
を
果
し
て
い
た
山
城

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
確
か
に
国
人
領
主
楢
崎
氏

の
所
領
支
配

に
と

っ
て
有
効

で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
備
後
支
配

に
と

っ
て
重
要
な
意
味
を

持

っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
内
陸
部

の
安
芸
吉
田
に
本
拠
を
持

つ
毛
利
氏
に

と

っ
て
こ
こ
は
備
南
平
野

へ
の
出
口
と
し
て
枢
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

永
禄
十

一
年

（
一
五
六
八
）

八
月
、
備
後
神
辺
城
合
戦

に
於

い
て
、
楢
崎
豊
景
は

そ
の
奮
回
作
戦

の
中
心
的
な
役
割
を
果
し
て注
Ю
り
ヽ
史
料
上
か
ら
も
楢
崎
氏
と
毛
利

氏
の
関
係
が
、
他
の
備
後
国
衆
の
そ
れ
以
上
に
親
密
で
あ

っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

猶
、
居
館
、
そ
の
他
城
跡
の
関
連
遺
跡

に
関
し
て
は

『
山
城
志
」
十
集

（
一
九
九

一
）

の
七
森
報
告

（府
中
市
久
佐
町
の
地
名
調
査
）

に
よ
ら
れ
た
い
。

注
①

　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻

五
十
三
　
楢
崎
与
兵
衛
等

②
　
一削
掲
書
、　
一
福
山
志
料
』
等

③

　

『
蔭
涼
軒
目
録
」
長
享

二
年
七
月
五
日
条
所
収
西
芳
寺

々
領
目
録

④

　

『
太
平
記
』
巻

三
十
八

⑤

　

『
東
寺
百
合
文
書
」
る
函
明
徳
元
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
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⑩ ⑨ ③ ① ⑥

「
備
後
古
城
記
』
等
　
注
①

に
も
新
見
元
致
の
名
が
あ
る
。

『
毛
利
家
文
書
』
三
二
五
号

『
東
寺
百
合
文
書
』
け
―
三
二

注
①
参
照

注
①
参
照
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